
  
 

令和５年２月１０日 
国 土 交 通 省 道 路 局 

「道路整備特別措置法及び独立行政法人日本高速道路保有・ 

債務返済機構法の一部を改正する法律案」を閣議決定 
  

高速道路について、老朽化や国土強靭化等に対応した迅速かつ計画的な更新・進化事業を

行うとともに、高速道路料金の確実な徴収のための措置を講じ、あわせて、サービスエリ

ア・パーキングエリア（ＳＡ・ＰＡ）における利用者の利便の確保のための機能高度化に資

する制度を創設すること等により、高速道路の適正な管理や機能強化を推進する「道路整備

特別措置法及び独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法の一部を改正する法律案」

が、本日、閣議決定されました。   
１．背景 

高速道路は、公共の用に供する重要かつ基幹的な道路であり、安全かつ円滑な交通及

び利用者の利便を確保することが求められます。一方、現行の料金徴収期間では、点検強

化により判明した重大な損傷に対応するための更新事業や、国土強靱化等の社会的要請

を踏まえた進化事業に必要な財源の確保が困難となっています。 

また、料金は公共物である高速道路の整備費用に充当されるため、料金未払いがあっ

た場合に適切に車両の特定・請求手続を行うための措置を講ずる必要があります。 

加えて、SA・PA について、EC 市場拡大に伴って運送事業者による高速道路利用が増

加することで駐車場が不足するとともに、利用者利便施設（電気自動車の充電施設等）

の整備ニーズも高まっています。 

この法律案は、こうした課題を解決するため、高速道路の料金徴収期間を延長し、併

せて高速道路料金の確実な徴収を図るとともに、SA・PA の利便性を高め、高速道路の適

正な管理や機能強化を推進するものです。  
２．概要 

（１）高速道路の料金徴収期間の延長 

① 高速道路の更新・進化のために必要な事業の追加にあたり、確実な債務返済のため

に債務返済期間（国土交通大臣への許可申請日から 50 年以内）を設定します。 

② 料金徴収期限を最長で令和 97 年９月 30 日まで延長できることとします。 
 
（２）高速道路料金の確実な徴収 

① 車両の運転者に加え、使用者にも高速道路料金を請求できることを明確化します。 

② 軽自動車・二輪車による料金不払いがあった場合、高速道路会社等は、軽自動車検

査協会等から使用者の情報を取得することができることとします。 
 
（３）ＳＡ・ＰＡの機能高度化 

SA・PA における利用者利便に資する施設と一体的に整備される駐車場の整備費用の

一部について、高速道路機構から高速道路会社への無利子貸付制度を創設します。 
 

（４）その他、地方道路公社等が管理する有料道路の整備促進等、所要の改正を行います。 

  
 
 問 合 せ 先  国土交通省 代表 03-5253-8111 
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